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　県では、市町村合併後の新しい枠組みに適合
した簡素で効率的な業務運営のため、地方組織
を中心に組織・機関の再編を行いました。
　平成17年４月からの西条地方局の体制は次の
とおりです。

所 在 地：〒793－0042

　　　　　西条市喜多川796－１

　　　　　※電話市外局番（０８９７）

■ご注意
○新居浜保健所は、西条保健所（西条庁舎）に統合されました。なお、旧新居浜保健所
　庁舎は「新居浜保健サービスステーション」と名称を変え、一般健康診断、精神保健
　相談など一部の業務を引き続き実施します。
○丹原土木事務所は、建設部（西条庁舎）に統合されました。
○丹原庁舎の名称を「西条第２庁舎」と改称しました。
○産業経済部は、西条第２庁舎へ移転しました。

所 在 地：〒791－0508

　　　　　西条市丹原町池田1611

　　　　　※電話市外局番（０８９８）

所 在 地：〒799－0404

　　　　　四国中央市三島宮川4－6－53

　　　　　※電話市外局番（０８９６）

西条公民館
（新住所：新田218番地21）

橘公民館
（新住所：楢木54番地１）

新
し
い
西
条
公
民
館
お
よ
び

橘
公
民
館
が
完
成
し
ま
し
た

国
立
公
園
内
の
行
為
許
可
等
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届
出
は
環
境
省
に
な
り
ま
す

愛媛県からのお知らせ

西条地方局組織の配置場所が変わります

▼西条第２庁舎▼▼西 条 庁 舎 ▼ ▼四国中央庁舎▼
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